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募

集

平
成
28
年
年
賀
交
歓
会
の
お
知
ら
せ

　
町
で
は
、
平
成
28
年
の
新
春
を

飾
る
年
賀
交
歓
会
を
次
の
と
お
り

開
催
い
た
し
ま
す
。

　

町
民
の
皆
さ
ん
の
ご
参
加
を
お

待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

●
日
時　
平
成
28
年
１
月
４
日
㈪　
　
　
　

　
　
　
　

午
後
４
時
か
ら

●
場
所　
鏡
石
舘
（
本
町
３
２
５
）

●
会
費　
２
千
円

●
申
込
期
限　
12
月
15
日
㈫

●
申
込
方
法　

　

会
費
を
添
え
て
、
総
務
課
ま
で

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

総
務
課　
　

☎
62
–
２
１
１
７

木
造
住
宅
耐
震
診
断
者
派
遣
事
業

二
次
募
集
の
お
知
ら
せ

　

東
日
本
大
震
災
で
は
、
多
数
の

建
築
物
に
被
害
が
生
じ
、
特
に
現

在
の
耐
震
規
定
を
満
た
さ
な
い
建

築
物
（
昭
和
56
年
以
前
の
建
築

物
）
に
大
き
な
被
害
が
発
生
し
ま

し
た
。

　

町
で
は
、
震
災
時
の
被
害
を
最

小
限
に
食
い
止
め
、
町
民
の
み
な

さ
ん
の
安
全
を
図
る
た
め
、
昭
和

56
年
以
前
の
旧
建
築
基
準
で
建
て

ら
れ
た
建
築
物
の
耐
震
診
断
を
実

施
し
て
い
ま
す
。

　

概
要
は
次
の
と
お
り
で
す
。

●
事
業
内
容

　

次
の
要
件
に
す
べ
て
該
当
す
る

木
造
住
宅
に
対
し
て
耐
震
診
断
者

を
派
遣
し
、
耐
震
診
断
と
補
強
計

画
の
策
定
を
行
い
ま
す
。

●
対
象
住
宅

①
町
内
の
木
造
住
宅

②
所
有
者
が
自
ら
居
住
す
る
住
宅

③
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
建

て
ら
れ
た
住
宅

④
木
造
３
階
建
て
以
下
の
住
宅

⑤
過
去
に
町
耐
震
診
断
事
業
を
利

用
し
て
い
な
い
こ
と

●
費
用
負
担
に
つ
い
て

　

耐
震
診
断
に
係
る
費
用
の
一

部
と
し
て
、
一
診
断
に
つ
き
一
律

８
千
円
の
負
担
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
募
集
期
限　
12
月
18
日
㈮

●
申
込
方
法

　

都
市
建
設
課
窓
口
に
て
、
申
請

書
に
必
要
事
項
を
ご
記
入
の
う

え
、
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
応
募
者
多
数
の
場
合
は
、
先
着

順
と
な
り
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

　
都
市
建
設
課　

☎
62
–
２
１
１
６

年
末
年
始
の
窓
口
業
務
に
つ
い
て

　
年
末
の
窓
口
業
務
は
、
12
月
28

日
㈪
午
後
５
時
15
分
ま
で
と
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。
納
税
、
諸
証

明
の
発
行
、
各
種
手
続
き
に
つ
い

て
は
、お
早
め
に
お
願
い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
年
始
の
業
務
は
１
月
４

日
㈪
午
前
８
時
30
分
か
ら
と
な
り

ま
す
の
で
、
ご
理
解
を
お
願
い
し

ま
す
。

　

な
お
、
戸
籍
の
届
出
（
出
生
、

婚
姻
、
死
亡
等
）
に
つ
い
て
は
、

閉
庁
時
で
も
、
宿
日
直
が
受
け
付

け
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

　
税
務
町
民
課　

☎
62
–
２
１
１
２

献
血
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

　
県
内
で
は
、
輸
血
に
必
要
な
血

液
が
慢
性
的
に
不
足
し
て
お
り
、

献
血
に
よ
っ
て
、
で
き
る
だ
け
多

く
の
血
液
を
確
保
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

　

町
で
は
、
次
の
と
お
り
献
血
を

行
い
ま
す
の
で
、
町
民
の
皆
さ
ま

の
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま

す
。

●
日
時　
12
月
24
日
㈭

午
前
９
時
30
分
〜
午
後
４
時
30
分

　
（
午
前
11
時
〜
正
午
は
昼
休
み
）

●
場
所
　
勤
労
青
少
年
ホ
ー
ム

●
献
血
で
き
る
方

　
左
記
の
採
血
基
準
表
の
と
お
り

で
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先　

健
康
福
祉
課　

☎
62
–
２
１
１
５

原
発
事
故
に
伴
う
「
森
林
賠
償
」

の
お
知
ら
せ

　

原
発
事
故
に
伴
う
「
森
林
の
賠

償
」
が
始
ま
り
ま
し
た
。

　

こ
の
賠
償
は
東
電
へ
の
請
求
書

の
取
り
寄
せ
や
証
明
書
を
必
要
と

し
て
い
ま
す
。
事
故
に
よ
り
、
し

い
た
け
原
木
の
出
荷
が
制
限
さ
れ

て
い
る
広
葉
樹
を
対
象
と
し
て
い

ま
す
が
、
以
下
の
条
件
を
満
た
す

場
合
は
「
針
葉
樹
を
含
め
た
お
持

ち
の
森
林
全
て
」
が
算
定
対
象
に

な
り
ま
す
。

【
条
件
】

◎
お
持
ち
の
森
林
に
一
筆
以
上
広

葉
樹
が
あ
る
こ
と
。

◎
そ
の
広
葉
樹
が
20
年
生
以
下

（
※
森
林
簿
で
は
50
年
生
以
下
）

で
あ
る
こ
と
。

　

該
当
す
る
方
は
、
左
記
の
書
類

を
準
備
し
て
、
森
林
組
合
に
お
届

け
く
だ
さ
い
。

①
固
定
資
産
課
税
明
細
書
（
平
成

22
年
分
以
降
の
も
の
）
１
通

②
森
林
簿
交
付
（
一
部
証
明
）
申

請
書
１
通
（
該
当
山
林
の
林
相
と

林
齢
確
認
、
証
明
の
た
め
）

③
請
求
者
情
報
に
関
す
る
同
意
書

１
通
（
東
電
へ
請
求
用
紙
一
式
を

森
林
組
合
が
取
寄
せ
る
た
め
）

※
森
林
簿
交
付
申
請
書
、
請
求
者

情
報
に
関
す
る
同
意
書
の
用
紙

は
、
森
林
組
合
各
事
業
所
に
あ
り

ま
す
。
又
、
請
求
書
を
取
り
寄
せ

て
も
上
記
【
条
件
】
を
満
た
し
て

い
な
い
場
合
は
賠
償
対
象
外
と
な

り
ま
す
。

○
ご
自
身
で
請
求
書
を
お
取
り
寄

せ
る
場
合
、
左
記
問
い
合
わ
せ
先

ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

東
京
電
力
㈱
福
島
原
子
力
補
償
相
談
室

☎
０
１
２
０
–
９
２
６
–
５
９
６

（
受
付
時
間
：
午
前
９
時
〜
午
後
９
時
）

※
ご
不
明
な
点
は
、
森
林
組
合
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

ふ
く
し
ま
中
央
森
林
組
合
本
所

☎
０
２
４
７
–
７
１
–
０
７
５
５

岩
瀬
事
務
所

☎
０
２
４
８
–
６
６
–
１
０
０
５

（
午
前
９
時
〜
午
後
４
時
30
分（
平

日
の
み
））

年
末
年
始
の
交
通
事
故
防
止
県
民

総
ぐ
る
み
運
動
に
つ
い
て

　

12
月
10
日
㈭
か
ら
１
月
７
日
㈭

ま
で
の
29
日
間
、「
年
末
年
始
の

交
通
事
故
防
止
県
民
総
ぐ
る
み
運

動
」
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

　

年
末
年
始
は
、
飲
酒
す
る
機
会

が
増
え
る
こ
と
か
ら
飲
酒
運
転
が

増
加
す
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。「
飲

ん
だ
ら
乗
ら
な
い
、
乗
る
な
ら
飲

ま
な
い
」
を
徹
底
し
、
町
内
か
ら

飲
酒
運
転
を
無
く
し
ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
寒
く
な
る
に
つ
れ
、
積

雪
・
凍
結
等
に
よ
る
ス
リ
ッ
プ
事

故
が
多
発
し
ま
す
。
早
め
の
冬
タ

イ
ヤ
の
着
用
と
安
全
運
転
を
心
が

け
ま
し
ょ
う
。

　

本
年
も
残
り
一
カ
月
と
な
り
ま

し
た
が
、
交
通
事
故
に
は
十
分
注

意
し
よ
い
お
年
を
お
過
ご
し
く
だ

さ
い
。

男
の
料
理
教
室
開
催

　
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
の
花
み
ず

き
会
で
は
、
次
の
と
お
り
男
の
料

理
教
室
を
開
催
し
ま
す
の
で
、
参

加
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

●
対
象
　

　

町
在
住
の
60
歳
以
上
の
男
性

●
日
時
　
12
月
20
日
㈰

　
　
　
　
午
前
９
時
30
分
〜

●
場
所
　
勤
労
青
少
年
ホ
ー
ム
２

階
（
調
理
室
）

●
会
費
　
５
０
０
円

●
持
参
物
　
エ
プ
ロ
ン
、
バ
ン
ダ

ナ
ま
た
は
三
角
巾

▼
問
い
合
わ
せ
先

　
花
み
ず
き
会　

会
長
稲
田

　
　
　
　
　
　

☎
62
–
３
７
０
２

お
知
ら
せ

ろばた　味の旅 中華飯店　だるまサッポロラーメン　みどり
鏡石町消防団
応援事業所協賛店

【サービスの内容】
　飲食料金の 10％割引
（１人3千円以上の飲食に限る）
【対象者】
　消防団員本人、家族、友人
住　所：鏡石町岡ノ内 328
　　　　　  ☎ 62-4273
定休日：水曜日

【サービスの内容】
　100円割引

【対象者】　
　消防団員本人
住　所：鏡石町岡ノ内 107
　　　　　  ☎ 62-3484
定休日：月曜日

【サービスの内容】
個人：食事料金の 10％割引
（土日祝祭日除く）
団体（分団）：食事料金の
10％割引（土日祝祭日利用可）
【対象者】消防団員本人
住　所：鏡石町旭町 265
　　　　　  ☎ 62-4463
定休日：毎週木曜日
　　　　第 3水曜日

協賛店舗紹介

　今月号も鏡石町消防
団応援事業の協賛店舗
を紹介します。随時、
協賛店舗は募集してお
ります。

広 告

種類
項目

全血献血
400㎖ 200㎖

年齢 男性17歳～ 69歳※
女性18歳～ 69歳※ 16歳～ 69歳※

体重 男女とも 50㎏以上 男性　45㎏以上
女性　40㎏以上

※ 65歳以上の献血は、過去 5年間で献血経験の
ある方に限ります。

【採血基準表】

阿武隈川水系水質汚濁対策連絡協議会
国土交通省　東北地方整備局　福島河川国道事務所

〒 960–8584　福島県福島市黒岩字榎平 36
☎ 024–546–4331

昨年の交通安全飲食店訪問の様子

河川への油流出事故防止のお知らせ


